








（1）納付金を納付する事業主 
　納付金を納付しなければならない事業主は、次の①の数が②の数に不足する事業主で
す。
①1年度の各月の初日に実際に雇用している身体障害者、知的障害者又は精神障害者で
ある常用雇用労働者の数（重度障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その
1人をもって2人として計算します。）をその1年分合計した数。なお、重度身体障害者又は
重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって1人とし、精神障害者である短
時間労働者は、その1人をもって0.5人として計算します。
②1年度の各月の初日における法定雇用障害者数をその1年分合計した数
注1）4月から翌年3月までを1年度とします。

（2）障害者雇用納付金の額
　　障害者雇用納付金の額は、次の通り計算します。

（1）障害者雇用調整金の申告
障害者雇用調整金の対象となる事業主であって障害者雇用率を超えて身体障害者、知的
障害者又は精神障害者である常用労働者（重度障害者又は精神障害者である短時間労働
者を含む。）を雇用するものに対し、その超えて雇用している身体障害者、知的障害者又は
精神障害者1人につき月額27,000円を支給します。

（2）報奨金の支給
その雇用する常用労働者の数が300人以下の事業主であって、一定数（各月の常用労働
者の4%相当の年度間合計数又は72人のいずれか多い数）を超えて身体障害者、知的障
害者又は精神障害者である常用労働者（重度障害者又は精神障害者である短時間労働者
を含む。）を雇用する事業主に対し、その一定数を超えて雇用している身体障害者、知的障
害者又は精神障害者1人につき月額21,000円を支給します。

（3）障害者雇用納付金の申告、納付の手続き
①常用労働者数が300人を超える月が5ヶ月以上ある事業主は、翌年4月1日から
　5月15日までの間に障害者雇用納付金の申告及び納付をしなければなりません。
②障害者雇用納付金の申告は定められた書類を高齢・障害者支援機構（各都道府県高齢・
　障害者雇用支援協会等が窓口となります。）に提出することによって行います。
注1）障害者雇用納付金は、法人税法上損金に算入され、所得税法上必要経費に算入されます。

注2）障害者雇用納付金制度でいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働

者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満である常用労働者です。

2障害者雇用調整金・報奨金の支給

法定雇用
障害者数 = × 50,000円（1）の②の数-（1）の①の数
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大阪労働局 職業安定部 職業対策課

障害者雇用の関係機関

〒540-0028　大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル21階

TEL.06-4790-6311

社団法人 大阪府雇用開発協会
〒530-0001　大阪市北区梅田1-12-39新阪急ビル10階

TEL.06-6346-2286

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
大阪駐在事務所
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町2-4-11クラボウアネックスビル3階

TEL.06-6265-6857

大阪障害者職業センター
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町2-4-11クラボウアネックスビル4階

TEL.06-6261-7005

大阪障害者職業センター 南大阪支所
〒591-8085　堺市長曽根町130-23　堺商工会議所5階

TEL.072-258-7137

A
gency relations
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